
託児サービス利用規約 

下記の利用条件に同意し、(株)ポピンズファミリーケアの託児サービスの利用を申し込みます。 

 

記 

 
１． お子様のお熱が 37.5 度以上あるなど、体調不良の場合はお預かりできません。お預

り中に、事故、災害、突発的な怪我等の緊急対応が必要な事態が発生した場合、(株)ポピ
ンズファミリーケアは、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先に連絡し保護者の指示を
仰ぐよう努めるものとし、連絡が取れなかった場合であっても、(株)ポピンズファミリー
ケアの判断により、お子様の生命、身体の安全を最優先させて最善の措置をとることがで
きるものとします。 
 

２． 前項の措置については、(株)ポピンズファミリーケアは、軽度の応急手当をお子様に
対して行うことができるものとし、それを超える医療行為は医療機関により実施するもの
とします。(株)ポピンズファミリーケアは、保護者と連絡が取れなかった場合に医療機関
に医療行為の実施の許諾をする権利を有するものとします。 

 
 

３． 前２項の対応によって、お子様に後遺症等の損害が発生した場合、当社は一切の責任
を負わないものとし、措置にかかった費用は、保護者が負担することとします。 
 

４． 預かり中に発生したお子様の身体または所持品に対する損害（自然災害等の不可抗力
による損害を含む）については（株）ポピンズファミリーケアの責に帰すべき事由による
ものを除き、（株）ポピンズファミリーケアは 一切責任を負うものではありません。また、
（株）ポピンズファミリーケアの責に帰すべき事由により損害が発生した場合の損害賠償
額は、（株）ポピンズファミリーケアの故意または重過失による場合を除き（株）ポピン
ズファミリーケアが加入する保険（賠償責任保険、傷害保険）から支払われる保険金の範
囲内とします。 
 
 

＜感染症に関する特約事項＞ 
 
１．㈱ポピンズファミリーケアでは、感染症（新型コロナウイルスを含む。以下同じ）への

感染予防対策を講じ、自己の従業員、お子様、保護者その他第三者への感染予防に努め
ています。 
 

２．万が一、お子様が感染症に罹患した場合、又はそのおそれがある場合には、㈱ポピンズ
ファミリーケアは、保護者に連絡し、感染拡大の防止のための協力を要請します。また、
この場合、㈱ポピンズファミリーケアは託児サービスを中止することができるものとし
ます。 

 
 

３．お子様が感染症に罹患し、又はそのおそれがあることにより生じた損害について、ポピ
ンズは一切責任を負うものではありません。 
 

４．本特約事項に定める規定は、上記記載のご利用条件に優先して適用されるものとします。 
 
 
 

＊ ご入力いただきました個人情報は本日の託児サービス以外の目的には利用いたしません 
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